
42.　4.　15
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。

※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

税
す
べ
き
額
の
一
部
を
、
一
般
会

計
か
ら
の
赤
字
繰
り
入
れ
（
３０

年
度
決
算
で
は
、
４
億
６
０
０

０
万
円
）
と
、
国
保
事
業
運
営

基
金
（
貯
金
）
の
取
り
崩
し
に

よ
り
補
っ
て
い
ま
す
。

改

定

の

内

容

　

市
で
は
、健
康
情
報
提
供
サ
ー

ビ
ス
Ｑク

　
ピ
　
オ
　
プ
　
ラ
　
ス

Ｕ
Ｐ
ｉ
Ｏ
＋
の
利
用
促

進
や
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の

使
用
促
進
、
特
定
健
診
の
受
診

率
向
上
、
柔
道
整
復
な
ど
の
受

診
適
正
化
な
ど
を
通
じ
て
医
療

費
の
抑
制
に
取
り
組
ん
で
お
り
、

一
定
の
効
果
が
上
げ
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
が
、
近
年
の
医

療
費
の
推
移
は
増
加
傾
向
に
あ

り
ま
す
（
左
下
図
参
照
）。

　

２
年
度
に
市
が
都
に
納
め
る

国
保
事
業
費
納
付
金
は
約
３４
億

９
０
０
０
万
円
に
上
り
、
国
保

財
政
の
収
支
な
ど
を
加
味
す
る

と
約
６
億
９
０
０
０
万
円
の
財

源
不
足
が
見
込
ま
れ
ま
す
が
、

社
会
経
済
情
勢
な
ど
を
鑑
み
な

盤
的
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
が
、

近
年
の
急
速
な
高
齢
化
の
進
展

や
、
低
所
得
者
の
増
加
、
医
療

費
水
準
の
高
騰
な
ど
の
要
因
で

国
保
財
政
は
一
層
厳
し
さ
を
増

し
て
い
ま
す
。
国
保
制
度
改
革

に
よ
り
、
平
成
３０
年
度
か
ら
都

が
と
も
に
保
険
者
と
な
り
、
財

政
運
営
の
責
任
主
体
と
な
っ
た

こ
と
か
ら
、
国
保
財
政
は
安
定

化
に
向
け
た
一
歩
を
踏
み
出
す

こ
と
が
で
き
た
も
の
の
、
今
後

も
さ
ら
な
る
医
療
費
の
増
加
が

見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

本
来
は
、
公
費
に
よ
る
負
担

と
、
加
入
者
の
皆
さ
ん
か
ら
い

た
だ
く
国
保
税
に
よ
っ
て
国
保

制
度
の
運
営
に
必
要
な
費
用
を

賄
う
べ
き
で
す
が
、
所
得
に
対

す
る
保
険
税
負
担
が
重
く
な
り

す
ぎ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
課

　

国
保
税
を
改
正
す
る
条
例
が
、

２
年
第
１
回
市
議
会
定
例
会
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
改
正
で
は
、
地
方
税

法
な
ど
の
改
正
に
則
し
て
、
課

税
限
度
額
の
見
直
し
と
低
所
得

者
に
対
す
る
軽
減
措
置
の
見
直

し
を
行
い
、
総
額
約
１
億
円
の

税
率
改
定
を
行
い
ま
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
加
入
者
１
人
当
た
り

平
均
で
年
額
３
５
８
１
円
の
引

き
上
げ
と
な
り
ま
す
。

　

医
療
費
の
伸
び
に
国
保
税
収

が
追
い
付
か
な
い
厳
し
い
財
政

運
営
が
続
い
て
い
ま
す
。
皆
さ

ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

国
保
の
財
政
状
況

　

国
保
は
国
民
皆
保
険
制
度
の

「
最
後
の
と
り
で
」
と
し
て
基

認
さ
れ
て
い
た
期
間
の
当
時
の

保
険
料
に
経
過
期
間
に
応
じ
た

加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

追
納
保
険
料
は
、
承
認
期
間
の

う
ち
古
い
月
の
分
か
ら
納
付
す

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
元
年
度
に
「
学
生
納

付
特
例
」
に
承
認
さ
れ
て
い
た

方
で
２
年
度
も
引
き
続
き
同
一

の
学
校
に
在
学
予
定
の
方
は
、

３
月
末
に
日
本
年
金
機
構
か
ら

送
付
さ
れ
た
は
が
き
形
式
の

「
学
生
納
付
特
例
申
請
書
」
に

必
要
事
項
を
記
入
し
返
送
す

れ
ば
申
請
で
き
ま
す
。
ま
た
、

制
度
を
利
用
せ
ず
保
険
料
の
納

付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
納
付

書
送
付
の
希
望
を
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
、
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
☎

０
５
７
０
・
０
５
・
１
１
６
５
へ
。

得
が
少
な
い
学
生
を
対
象
と
し
た

保
険
料
の
納
付
を
猶
予
す
る
制

度
で
す
。

　

申
請
は
、
学
生
証
・
年
金
番

号
が
分
か
る
も
の
ま
た
は
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
確
認
書
類
・
身
元
確
認
書

類
を
持
参
し
、
市
役
所
も
し
く

は
年
金
事
務
所
で
行
い
ま
す
。

　

対
象
に
な
る
方
は
、
大
学
や
専

門
学
校
な
ど
（
学
校
法
人
で
規

定
さ
れ
て
い
る
修
業
年
限
が
１
年

以
上
の
課
程
が
あ
る
学
校
）
に
在

籍
す
る
方
で
ご
本
人
の
前
年
所

得
が
基
準
以
下
の
方
で
す
。

　

申
請
後
、
日
本
年
金
機
構
か

ら
「
承
認
又
は
却
下
通
知
」
が
届

き
ま
す
。
承
認
と
な
っ
た
場
合
は

１０
年
以
内
な
ら
後
か
ら
納
め
る
こ

と
（
追
納
）
が
で
き
、
追
納
し
た

期
間
は
保
険
料
を
全
額
納
付
し

た
場
合
と
同
じ
扱
い
に
な
り
ま
す
。

追
納
す
る
対
象
期
間
の
翌
年
度

か
ら
起
算
し
て
３
年
度
目
以
降
に

保
険
料
を
追
納
す
る
場
合
は
、
承

２０
歳
を
迎
え
た
学
生
は

「
学
生
納
付
特
例
」
の

ご
　
利
　
用
　
を

　

２０
歳
以
上
６０
歳
未
満
の
日

本
国
内
に
お
住
ま
い
の
方
は
国

民
年
金
に
加
入
す
る
こ
と
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、
２０
歳

を
迎
え
る
方
に
誕
生
日
の
前

月・当
月
に
「
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
」

と
「
国
民
年
金
手
帳
」
が
送
付

さ
れ
ま
す
。
そ
の
中
に
は
、
保

険
料
や
支
払
方
法
な
ど
詳
し
い

内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

も
し
学
生
で
支
払
い
が
困
難
な

場
合
は
「
学
生
納
付
特
例
」
が

申
請
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
所

が
ら
、
国
保
制
度
運
営
を
維
持

す
る
た
め
、
国
保
税
率
な
ど
を

改
め
ま
し
た
（
左
表
参
照
）。

　

課
税
限
度
額
の
見
直
し
で
は
、

医
療
分
を
６１
万
円
か
ら
６３
万
円
、

介
護
分
を
１６
万
円
か
ら
１７
万
円

に
引
き
上
げ
た
こ
と
に
よ
り
、

今
回
引
き
上
げ
が
見
送
ら
れ
た

後
期
支
援
分
を
合
わ
せ
た
課
税

限
度
額
は
９９
万
円
と
な
り
ま
し

た
。
課
税
限
度
額
の
引
き
上
げ

に
よ
り
、
所
得
に
応
じ
た
税
率

の
改
定
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、

中
・
低
所
得
者
の
負
担
増
を
抑

制
す
る
効
果
が
あ
り
ま
す
。

　

軽
減
の
見
直
し
で
は
、
経
済

動
向
を
踏
ま
え
て
５
割
と
２
割

の
軽
減
判
定
所
得
を
６
年
連
続

で
引
き
上
げ
ま
し
た
。
こ
の
見

直
し
に
よ
り
、
保
険
税
の
軽
減

が
受
け
ら
れ
る
所
得
の
範
囲
が

拡
大
し
ま
す
。

　

な
お
、
今
年
度
の
予
算
編
成

に
当
た
っ
て
は
、
保
険
税
抑
制

分
と
し
て
の
約
３
億
５
４
０
０

万
円
を
含
む
約
４
億
９
０
０
０

万
円
の
一
般
会
計
か
ら
の
法
定

外
繰
り
入
れ
お
よ
び
国
保
事
業

運
営
基
金
（
貯
金
）
か
ら
５
０

０
０
万
円
の
投
入
を
行
い
、
改

定
幅
の
抑
制
と
財
源
不
足
の
補

て
ん
を
行
い
ま
し
た
。

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
民

健
康
保
険
係
☎
４
７
０
・
７
７

３
３
へ
。

被
保
険
者
１
人
当
た
り
の
均
等
割

額
は
４
万
３
３
０
０
円
（
平
成

３０
・
３１
年
度
）
か
ら
４
万
４
１
０

０
円
に
、
所
得
割
率
は
８
・
８０
％

（
平
成
３０
・
３１
年
度
）
か
ら
８
・

７２
％
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
前

年
と
同
じ
所
得
で
あ
っ
て
も
、
２

年
度
の
保
険
料
額
が
変
わ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
の
軽
減
措
置

　

保
険
料
の
負
担
を
軽
減
す
る
た

め
に
、
所
得
に
応
じ
て
次
の
３
つ

の
軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
軽
減
に
は
、
確
定
申
告

な
ど
の
所
得
の
申
告
が
必
要
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

①
均
等
割
額
の
軽
減
＝
左
表
１

の
通
り

　

②
所
得
割
額
の
軽
減
＝
左
表
２

の
通
り

　

③
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
の
軽

減
＝
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加

入
の
前
日
ま
で
会
社
の
健
康
保

険
な
ど
（
国
保
・
国
保
組
合
は

除
く
）
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
方

は
、
均
等
割
額
が
加
入
か
ら
２

年
を
経
過
す
る
月
ま
で
５
割
軽

減
と
な
り
、
所
得
割
額
は
当
面

の
間
掛
か
り
ま
せ
ん
。

は
、
国
・
都
・
広
域
連
合
を
構
成

す
る
都
内
６２
区
市
町
村
が
負
担

す
る
「
公
費
」
が
約
５
割
、
各
医

療
保
険
（
国
保
、
健
保
な
ど
）
に

加
入
す
る
現
役
世
代
の
保
険
料

で
負
担
す
る
「
後
期
高
齢
者
支
援

金
」
が
約
４
割
、
被
保
険
者
が
負

担
す
る
「
保
険
料
」
が
約
１
割
で

構
成
さ
れ
、
国
民
全
体
で
支
え
合

う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

保
険
料
の
増
加
抑
制
策

　

今
回
の
料
率
の
見
直
し
に
際
し
、

６２
区
市
町
村
で
は
、
保
険
料
の
大

幅
な
増
加
を
抑
制
す
る
た
め
の
特

別
対
策
と
し
て
、
約
２
１
７
億
円

の
一
般
財
源
を
投
入
し
ま
す
。

　

市
で
は
、
２
年
度
に
一
般
会
計

か
ら
約
１
億
６
９
１
万
円
を
負
担

す
る
予
定
で
す
。

保
険
料
の
決
め
方

　

２
・
３
年
度
の
年
間
保
険
料
額

の
算
出
式
は
、
図
２
の
通
り
で
す
。

今
回
の
料
率
の
見
直
し
に
よ
り
、

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
以

下
、「
保
険
料
」）
の
料
率
は
、
２

年
間
の
財
政
運
営
期
間
に
お
け
る

「
医
療
給
付
費
」
な
ど
に
応
じ
て

定
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

１
月
の
東
京
都
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
（
以
下
、「
広
域
連

合
」）
議
会
で
、
２
・
３
年
度
の

保
険
料
率
と
軽
減
措
置
な
ど
が
決

定
し
ま
し
た
。
な
お
、
都
内
の
料

率
は
均
一
で
す
。
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
安
定
的
な
運
営
の
た
め
、

ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

財
政
運
営
の
仕
組
み

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
財
源

構
成
は
、
左
図
１
の
通
り
で
す
。

　
「
医
療
給
付
費
」
と
は
、「
医
療

費
」
の
う
ち
被
保
険
者
が
医
療
機

関
な
ど
で
支
払
っ
た
自
己
負
担
分

の
１
割
ま
た
は
３
割
を
除
い
た
費

用
（
保
険
で
賄
う
９
割
ま
た
は
７

割
の
費
用
）
で
、
広
域
連
合
が
医

療
機
関
な
ど
に
支
払
い
ま
す
。

　

こ
の
「
医
療
給
付
費
」
の
財
源

２
年
度
の
保
険
料
の
通
知

　

４
月
の
年
金
か
ら
保
険
料
が
天

引
き
（
特
別
徴
収
）
さ
れ
て
い
る

方
は
、
平
成
３０
年
中
の
所
得
に
応

じ
た
仮
算
定
の
保
険
料
額
の
徴
収

で
す
。
元
年
中
の
所
得
に
応
じ
た

２
年
度
の
保
険
料
決
定
額
は
７
月

に
広
域
連
合
長
が
決
定
し
、
同
月

中
旬
に
市
役
所
か
ら
「
決
定
通
知

書
兼
納
付
（
納
入
）
通
知
書
」
を

発
送
す
る
予
定
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

制
度
に
つ
い
て
は
、
土
曜
・
日

曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く

午
前
９
時
～
午
後
５
時
に
「
広
域

連
合
お
問
合
せ
セ
ン
タ
ー
」
☎
０

５
７
０
・
０
８
６
・
５
１
９
（
Ｉ

Ｐ
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
方
は
☎
０

３・３
２
２
２・４
４
９
６
）、フ
ァ

ク
ス
（
０
５
７
０
・
０
８
６
・
０

７
５
）
ま
た
は
広
域
連
合
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
東
京
い
き
い
き

ネ
ッ
ト
」（http://www.tokyo-

ikiiki.net/

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

個
別
の
相
談
は
市
保
険
年
金
課

高
齢
者
医
療
係
☎
４
７
０
・
７
８

４
６
へ
。

２
年
度
国
民
健
康
保
険
税（
国
保
税
）の

税
率
な
ど
を
改
定
し
ま
し
た

２
・
３
年
度
の
保
険
料
率
な
ど
が
決
ま
り

ま
し
た

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

図　1人当たりの保険給付費の推移（一般分） 表　税率等改定表

年度

平成31

令和2

平成31

令和2

平成31

令和2

4.90％

5.22％

1.97％

2.03％

1.67％

1.77％

3万2,900円

3万4,300円

1万2,700円

1万2,800円

1万4,000円

1万4,400円

61万円

63万円

19万円

16万円

17万円

介護分

医療分

32万

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

平成
31年度
決算見込

令和
2年度
予算

30万

28万

26万

24万

後期高齢者支援分

所得割率 均等割額 課税限度額

図１　医療費と医療給付費の財源構成

図２　２・３年度の年間保険料額の算出式

表１　均等割額の軽減（２年度）

表２　所得割額の軽減
　　　（東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減）

 

 

 

医療機関などの窓口で

支払った自己負担分 

公費（約５割）＜負担割合＝国４：都１：区市町村１＞ 

保険料（約１割） 

＜被保険者負担＞ 

後期高齢者支援金（約４割） 

＜現役世代の負担分＞ 

保険で賄う「医療給付費」 

医療費 

  
 
 
 
※１「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額や山林所得金額、株式・長期（短

期）譲渡所得金額などの合計から基礎控除額３３万円を控除した額です（雑損失の繰越控除額は 

控除しません）。 

年間保険料額 
１００円未満切り捨て 

（限度額６４万円） 

均等割額 
被保険者１人当たり 

４万４，１００円 

所得割額 
賦課のもととなる所得金額（※１） 

×所得割率 ８．７２％ 
＝ ＋ 

同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の方の「総所得金額等を合計した

額」を基に軽減割合を判定します。 

※２ ６５歳以上（２年１月１日時点）の方の公的年金所得については、その所得からさらに

高齢者特別控除１５万円を差し引いた額で判定します。ただし、この高齢者特別控除は所得割額

の計算では適用されません。 

「「総総所所得得金金額額等等のの合合計計（（※※２２））」」がが下下記記にに該該当当すするる世世帯帯  軽軽減減割割合合  

３３万円以下で被保険者全員が年金収入８０万円以下で、かつ、その
他の所得がない ７割 

３３万円以下で上記７割軽減の基準に該当しない ７．７５割 

３３万円 ＋（２８．５万円×被保険者の数）以下 ５割 

３３万円 ＋（５２万円×被保険者の数）以下 ２割 

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」を基に軽減割合を判定します。 

賦課のもととなる所得金額 軽減割合 

１５万円以下 ５０％ 

２０万円以下 ２５％ 


